
傍聴者アンケート（2022年 1月 11日～3月 28日）に寄せられた意見要望等の回答について 

 

１ 回答について 

⑴ 議員様の発言つづりが頂けたらと。 

  ●回答 

議会の正式な会議はすべて、会議録が作成され後日公開されます。市議会ホームページの「会

議録検索」からご覧いただくか、議会事務局にお問い合わせください。 

なお、インターネット中継･動画配信をしていますのでご利用ください。 

 

⑵ 党派を超えて、市民の為に意見交換、切磋琢磨を望みます。 

  ●回答 

   ご意見ありがとうございます。議会基本条例では、「議会は、市民の視点に立ちつつ、議会と

しての自立性を高め、執行機関を監視し、政策を立案する活動を、より充実強化しなければなり

ません。」として、「市民の負託に応えるための更なる自己研鑽が求められています」と定めてい

ます。引き続き議会の権能を発揮できるよう努力してまいります。 

 

⑶ 市民からの要望には真摯なお返事をいただけますれば幸いです。 

  ●回答 

現在、議会運営委員会の議会改革のテーマである「議会の広報活動及び広聴活動について」に

関して、「議会に対する市民からの意見要望についての対応（案）」を整理し、匿名で寄せられた

ものを除き、文書で提出された意見要望については、回答することとしています。 

 

⑷ 傍聴席に居る者の顔に紙で陰にして下さる事は無理ですか。要望者だけでも 

  ●回答 

   傍聴の際、事前にお申し出いただければ、何らかの方策を検討します。 

以上 


